
（出願人→特許庁）

特許出願
★通常は、願書、明細書、特許請

求の範囲、必要な図面、要約書を

提出

（特許庁）

方式審査

（特許庁）

出願公開
★公開公報の発行により出願内

容を公開

★通常は、出願日から１年６月経

過したとき公開

（出願人→特許庁）

出願審査請求
★通常は、出願日から３年以内な

らいつでも可（出願と同時も可）

★誰でも請求可（出願人でなくとも

可）

（特許庁）

実体審査
★新規性（新しいか）、進歩性（通

常考えつく程度の改良改変でない

か）、先後願（最先の出願か）、明

細書等の記載不備、発明の単一

性（一出願に含めることができる

発明の範囲を超えていないか）な

どを審査

★出願日から３年以内に、出

願審査請求がなかったとき

出願は取り下げた

ものとみなされる
★以後、権利化は不可能

（第三者→特許庁）

情報提供
★刊行物提出により、特許化をけ

ん制

（特許庁→出願人）

特許査定
★特許する、との審査官の最終

判断

（出願人→特許庁）

設定登録料納付
★第１～３年分の特許料の一括

納付

★特許査定・審決謄本の送達が

あった日から３０日以内

（特許庁）

特許権設定登録
★特許権発生（特許権の存続期

間は、出願日から２０年をもって

終了）

（特許庁）

特許掲載公報発行

（第三者から）

特許無効審判請求

（特許権者→特許庁）

特許料の納付
★第４年以後の各年分の特許料

は、前年以前に納付しなければな

らない

（特許庁→出願人）

拒絶理由通知
★特許できません、との通知

（特許庁→出願人）

拒絶査定
★特許しない、との審査官の最終

判断

（特許庁）

実体審査
★上記意見書等の内容を加味し

て再審査

審判における審理

審決取消訴訟

（知財高裁～最高裁）

（出願人→特許庁）

意見書・手続補正書
★先行技術とはここが違いますよ、

などの反論

（出願人→特許庁）

拒絶査定不服審判請求
★拒絶査定謄本の送達があった日から３

月以内

★明細書等の補正をするなら審判請求と

同時のみ可能

★審判請求しないと拒絶査定は確定

→

意
見
書
・
手
続
補
正
書
を
提
出
し
な
い
と
き

http://www.koyamapat.jp          http://www.patenal.com
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＜特許手続の流れ図（フローチャート）＞


